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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱体と、この箱体内で一列に並設された複数の分岐ブレーカを有しその各分岐ブレーカ
の入力端子が前記一列の一側に並びかつ出力端子が反対側に並ぶ第１内器ブロックと、前
記箱体内で一列に並設された複数の分岐ブレーカを有しその各分岐ブレーカの入力端子が
前記一列の一側に並びかつ出力端子が反対側に並び前記分岐ブレーカの列が前記第１内器
ブロックの前記分岐ブレーカの列と平行に並んでいる第２内器ブロックと、前記第１内器
ブロックの前記入力端子側に沿うように配置されて前記第１内器ブロックの前記入力端子
に接続される複数の第１分岐バーと、前記第２内器ブロックの入力端子側に沿うように配
置されて前記第２内器ブロックの前記入力端子に接続される複数の第２分岐バーと、前記
第１内器ブロックと前記箱体の底板との間を通って前記第１内器ブロックの前記分岐ブレ
ーカの並び方向に交差して前記第１分岐バーおよび前記第２分岐バーに接続された複数の
主幹バーとを備えた分電盤。
【請求項２】
　前記第1内器ブロックは、前記主幹バーの交差する位置に主幹ブレーカを有し、前記主
幹バーは前記主幹ブレーカの出力端子に接続されている請求項１記載の分電盤。
【請求項３】
　前記複数の主幹バーは、前記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカの並び方向に並設さ
れ、それぞれ細長状の導電板により形成され、その厚み方向が前記箱体の底板に対向し長
手方向が前記第１内器ブロックの分岐ブレーカの並び方向に交差し、
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　前記第１分岐バーおよび前記第２分岐バーは、それぞれ細長状の導電板により形成され
、幅方向が前記箱体の底板に対向し長手方向が前記第１内器ブロックおよび前記第２内器
ブロックの前記分岐ブレーカの並び方向となる本体と、前記本体に設けられ前記主幹バー
に接続される主幹接続部と、前記本体から前記分岐ブレーカ側に突出して前記分岐ブレー
カの前記入力端子に接続される分岐接続部とを有する請求項２記載の分電盤。
【請求項４】
　前記複数の主幹バーは前記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカの並び方向の一端側に
配置され、
　前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーは、前記第１内器ブロックおよ
び前記第２内器ブロックの前記分岐ブレーカの入力端子に接近離間する方向に並設される
とともに前記主幹バーに交差し、
　前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーと前記主幹バーとの接続関係に
おいて、前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーのうちの一つの分岐バー
の前記入力端子と反対側に隣接する他の分岐バーは、前記一つの分岐バーが接続される一
つの主幹バーの前記分岐ブレーカの並び方向の他端側に隣接する他の主幹バーと、接続さ
れる関係を有する請求項３記載の分電盤。
【請求項５】
　前記第１内器ブロックは前記箱体の底板との間に間隔をおいた位置に前記分岐ブレーカ
を取り付ける基板を有し、
　前記複数の主幹バーは個々に隔離収納する複数の収納部を有した絶縁部材に支持され、
　前記絶縁部材は前記底板と前記基板の間で前記基板に取付けられ、
　前記主幹バーは前記絶縁部材と前記基板との間に配置されている請求項４記載の分電盤
。 
【請求項６】
　前記主幹接続部と前記主幹バーは接続ねじが通る孔を有し、
　前記絶縁部材は前記接続ねじが螺合するナットを収納するナット収納凹所を形成すると
ともに、前記ナット収納凹所に連通して前記接続ねじのねじ部の先端が位置するねじ遊挿
凹所を形成しかつ前記箱体の底板側に突出するねじ配設突部を有し、前記ねじ配設突部は
前記第１内器ブロックに前記絶縁部材を取着した状態で前記箱体の底板に当接する位置ま
で突出されている請求項５記載の分電盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、分岐ブレーカを上下２列で横並びに並設した分電盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の分電盤（特許文献１参照）は、単相３線式配線路に用いられるものであ
って、中央の導電バーを中性極として分電盤の手前側に配設するとともに上下２本の導電
バーを電圧極として背面側に配設した３本の導電バーを有し、これら３本の導電バーを挟
んだ上下両側に各分岐ブレーカを横並びに並設したものである。そして、各分岐ブレーカ
は中性極の導電バーと配設位置に近い電圧極の導電バーとに各接続部を介して接続された
り、２つの電圧極の導電バーに各接続部を介して接続されたりしている。
【０００３】
　しかしながら、各分岐ブレーカを１つの中性極と１つの電圧極とに接続する場合、電圧
極は必ず各分岐ブレーカに近い方の導電バーに接続しており、各分岐ブレーカから遠い方
の導電バーには接続できないという問題があった。
【特許文献１】特開平9－74622号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　この発明は、かかる事由に鑑みて成されたものであり、その目的とするところは、上下
どちらの分岐ブレーカであっても、どの電圧極でも容易に接続することができる分電盤を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の分電盤は、第１内器ブロックが箱体内で一列に並設された複数の分岐ブレー
カを有しその各分岐ブレーカの入力端子が前記一列の一側に並びかつ出力端子が反対側に
並ぶ。第２内器ブロックは、前記箱体内で一列に並設された複数の分岐ブレーカを有しそ
の各分岐ブレーカの入力端子が前記一列の一側に並びかつ出力端子が反対側に並び前記分
岐ブレーカの列が前記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカの列と平行に並んでいる。複
数の第１分岐バーは、前記第１内器ブロックの前記入力端子側に沿うように配置されて前
記第１内器ブロックの前記入力端子に接続される。複数の第２分岐バーは、前記第２内器
ブロックの入力端子側に沿うように配置されて前記第２内器ブロックの前記入力端子に接
続される。複数の主幹バーは、前記第１内器ブロックと前記箱体の底板との間を通って前
記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカの並び方向に交差して前記第１分岐バーおよび前
記第２分岐バーに接続されている。
【０００６】
　上記構成において、前記第1内器ブロックは、前記主幹バーの交差する位置に主幹ブレ
ーカを有し、前記主幹バーは前記主幹ブレーカの出力端子に接続されている。
【０００７】
　上記構成において、前記複数の主幹バーは、前記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカ
の並び方向に並設され、それぞれ細長状の導電板により形成され、その厚み方向が前記箱
体の底板に対向し長手方向が前記第１内器ブロックの分岐ブレーカの並び方向に交差し、
　前記第１分岐バーおよび前記第２分岐バーは、それぞれ細長状の導電板により形成され
、幅方向が前記箱体の底板に対向し長手方向が前記第１内器ブロックおよび前記第２内器
ブロックの前記分岐ブレーカの並び方向となる本体と、前記本体に設けられ前記主幹バー
に接続される主幹接続部と、前記本体から前記分岐ブレーカ側に突出して前記分岐ブレー
カの前記入力端子に接続される分岐接続部とを有する。
【０００８】
　上記構成において、前記複数の主幹バーは前記第１内器ブロックの前記分岐ブレーカの
並び方向の一端側に配置され、
　前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーは、前記第１内器ブロックおよ
び前記第２内器ブロックの前記分岐ブレーカの入力端子に接近離間する方向に並設される
とともに前記主幹バーに交差し、
　前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーと前記主幹バーとの接続関係に
おいて、前記複数の第１分岐バーおよび前記複数の第２分岐バーのうちの一つの分岐バー
の前記入力端子と反対側に隣接する他の分岐バーは、前記一つの分岐バーが接続される一
つの主幹バーの前記分岐ブレーカの並び方向の他端側に隣接する他の主幹バーと、接続さ
れる関係を有する。
【０００９】
　上記構成において、前記第１内器ブロックは前記箱体の底板との間に間隔をおいた位置
に前記分岐ブレーカを取り付ける基板を有し、
　前記複数の主幹バーは個々に隔離収納する複数の収納部を有した絶縁部材に支持され、
　前記絶縁部材は前記底板と前記基板の間で前記基板に取付けられ、
　前記主幹バーは前記絶縁部材と前記基板との間に配置されている。　　　　　　　
【００１０】
　上記構成において、前記主幹接続部と前記主幹バーは接続ねじが通る孔を有し、
　前記絶縁部材は前記接続ねじが螺合するナットを収納するナット収納凹所を形成すると
ともに、前記ナット収納凹所に連通して前記接続ねじのねじ部の先端が位置するねじ遊挿
凹所を形成しかつ前記箱体の底板側に突出するねじ配設突部を有し、前記ねじ配設突部は
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前記第１内器ブロックに前記絶縁部材を取着した状態で前記箱体の底板に当接する位置ま
で突出されている。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明の分電盤によれば、複数の分岐ブレーカを有する第１の内器ブロックと第２の
内器ブロックごとに複数の分岐バーを分けたので、どちらの内器ブロックの分岐ブレーカ
であっても、どの電圧極でも容易に接続することができる。また、主幹バーが第１内器ブ
ロックに交差しているので、第１分岐バーと第２分岐バーとを主幹バーに接続し易くする
ことができる。さらに、主幹バーを第１内器ブロックと箱体の底板との間に配設している
ので、主幹バーの表面側となる第１内器ブロック上にも分岐ブレーカまたは他の部材を配
設することができ、省スペース化が図れる。
【００１２】
　内器ブロックの主幹バーの位置に主幹ブレーカを設けると、主幹ブレーカも第１内器ブ
ロックに一体化して配設することができ、更なる省スペース化が図れ、かつ主幹バーに接
続容易となる。
【００１３】
　主幹バーは厚み方向が底板に対向するため、主幹バーに対して箱体の開口側から主幹ブ
レーカや各分岐バーを接続することができ、主幹バーへの接続作業が容易となる。また、
各分岐バーの幅方向を底板方向としているので、極数が多くなって分岐バーの数が増えた
場合、その厚み方向に並設することで対応させることができ、省スペース化が図れる。
【００１４】
　主幹バーと分岐バーの接続関係により、各分岐バーを主幹バーに接続する際、各分岐バ
ーを複雑に折曲形成することなく、主幹接続部が各分岐バーの本体に交差しないようにで
きるので、各分岐バーを簡単に形成でき、各分岐バーの絶縁確保が簡単にできる。
【００１５】
　主幹バーを保持する絶縁部材を基板に取付けることにより、第１内器ブロック、第２内
器ブロック、絶縁部材および主幹バーを一体化することができ、箱体への着脱作業が容易
となる。
【００１６】
　ねじ配設突部が底板に当接するため、主幹バーに接続ねじで接続される各部材を外す際
、その押圧力を箱体の底板で吸収することができ、もって絶縁部材が破壊され難くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　この発明の第１の実施の形態を図１から図１２により説明する。この分電盤は例えば電
圧極Ｕ、Ｖ、Ｗと中性極Ｎとの間に負荷を接続する３相４線式配線路に設置される。分電
盤は、箱体１内に第１内器ブロック２と、第２内器ブロック３を配設している。　
【００１８】
　箱体１は、底板６およびこの四周から立設する上下左右の側板７～１０を有する一面開
口の箱体である。
【００１９】
　第１内器ブロック２は、各人出力端子４、５を箱体１の上下側板７、８の方向として複
数の分岐ブレーカ２０を箱体１の左右側板９、１０の方向に並べて基板１１上に並設して
いる。基板１１は左右側板９、１０の内側に沿って配設された内器側板１２の底板側に設
けた連結片にねじ２１により取付られ、基板１１は底板６から間隔をおいた位置となって
いる。内器側板１２は箱体１の左右側板９、１０の上側に係止する係止片１３を開口側端
部に有し、係止片１３が箱体１の側板９、１０にねじ１４により取付けられている。
【００２０】
　基板１１上には複数の２極型の分岐ブレーカ２０が一列に並び、かつその並び方向の一
端に主幹ブレーカ１５が設置されている。分岐ブレーカ２０も主幹ブレーカ１５もともに
並び方向の一側に入力端子４、１５ａが配置され、他側に出力端子５、１５ｂが配置され
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ている。図２に示すように、基板１１の幅方向の一側に取付爪１７を形成し、中間部に係
止片１８を切り起こし、下側に押さえ部１９を設けている。分岐ブレーカ２０の入力端子
４側の取付凹部を取付爪１７に係合し、底部の凹部に係止片１８を係合し出力端子５側を
押さえ部１９で押さえ固定している。主幹ブレーカ１５も分岐ブレーカ２０と同様に基板
１１に取付けられている。
【００２１】
　第２内器ブロック３は、第１の内器ブロック２と同じ構成であり、主幹ブレーカ１５が
設けられていない点、および主幹ブレーカ１５の位置に分岐ブレーカ２０が設けられてい
る点が異なるのみである。第２内器ブロック３は第１内器ブロック２と所定の配線間隔を
おいて平行に配置され、同じ内器側板１２にねじ２１により取付けられている。
【００２２】
　複数の第１分岐バー２３～２６は、本体が細長状の導電板により形成され、第1内器ブ
ロック２の各分岐ブレーカ２０の入力端子４側で各分岐ブレーカ２０の並設方向に延出し
、かつ、その幅方向一方側が箱体１の底板６に対向する形として配置されている。本体に
は後述の主幹バー２７～３０に接続される主幹接続部３１と、本体から各分岐ブレーカ２
０側に突出して各分岐ブレーカ２０の入力端子４に接続される分岐接続部３２とを折曲し
ている。各第１分岐バー２３～２６は分岐ブレーカ２０に近いものほど長く形成され、主
幹接続部３１はその主幹ブレーカ１５側の端部に主幹ブレーカ１５の入力端子１５ａから
側板７の方向に折曲されて板厚方向が箱体１の底板６に向くようにし、その中心に孔３１
ａを形成している。なお中性極の分岐バー２６が分岐ブレーカ２０の最も近くに配設され
ている。
【００２３】
　複数の第２の分岐バー３４～３７も、第１の分岐バー２３～２６と同構成であるが、主
幹ブレーカ１５がない分第１の分岐バー２３～２６よりも長く、分岐接続数も多い。
【００２４】
　複数の主幹バー２７～３０は、第１内器ブロック２の主幹ブレーカ１５の位置の入力端
子１５ａ側から、第1内器ブロック２および箱体１の底板６の間を通って、第2内器ブロッ
ク３側へ突出して、各第1分岐バー２３～２６と各第2分岐バー３４～３７とに接続される
。各主幹バー２７～３０は、細長状の導電板により形成され、その厚み方向一方側が箱体
１の底板６に対向する形で各分岐ブレーカ２０の並設方向に並設されている。各主幹バー
２７～３０の中間部には主幹ブレーカ１５の出力端子１５ｂに接続される接続片４０を有
する。接続片４０は主幹バー２７～３０に立設されるように配置され、主幹バー２７～３
０に近い端部に連結片４７を折曲するとともに連結孔４６を形成し、主幹バー２７～３０
から遠い端部に出力端子接続部４２を折曲している。接続片連結孔４５とこれに整合する
連結孔４６にねじ４１が通される。主幹バー２７～３０の両端には幅方向に長孔４３を形
成し、中間部に位置決め孔４４と接続片連結孔４５を有する。長孔４３にそれぞれ接続ね
じ４９が通される。
【００２５】
　また各主幹バー２７～３０は、これらを個々に隔離収納する複数の収納部５１を有した
絶縁部材５２に支持され、その絶縁部材５２が主幹ブレーカ１５の位置の基板１１と箱体
１の底板６との間に配置されている。絶縁部材５２は、両側に取付片５３を突設し、取付
片５３を基板１１の係止片１８の切り起こしにより形成された穴を通して基板１１の穴縁
に係止し、ねじ５４（図１）により固定している。絶縁部材５２の各収納部５１は分岐バ
ー２３～２６、３４～３７間の相互間隔分、互いに長手方向に順次ずらせて各分岐バー２
３～２６、３４～３７の主幹接続部３１に対応するように配置している。主幹バー２７～
３０と分岐バー２３～２６、３４～３７の接続関係は、主幹バー２７に分岐バー２３、３
４が接続され、主幹バー２８に分岐バー２４、３５が接続され、主幹バー２９に分岐バー
２５、３６が接続され、主幹バー３０に分岐バー２６、３７が接続されている。すなわち
、１つの分岐バーに隣接する分岐バーであって、分岐ブレーカ２０の入力端子４と反対側
に位置するものは、上記１つの分岐バーに接続された主幹バーに隣接する主幹バーであっ
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て、第１内器ブロック２の分岐ブレーカの並び方向の他端すなわち主幹ブレーカ１５と反
対側端部寄りに位置するもの、に接続される関係にある。この結果、絶縁部材５２は各収
納部５１における各分岐バーの主幹接続部３１に対応する位置を、分岐ブレーカ２０に一
番近い収納部５１から遠い収納部５１の順に箱体１の上側の側板７に近い順としている。
各主幹バー２７～３０が絶縁部材５２に収納された状態では、主幹バー２７～３０が絶縁
部材５２と第1内器ブロック２の間に位置する形で絶縁部材５２を第1内器ブロック２に取
着している。この場合、絶縁部材５２の各収納部５１に突起５９を設け、主幹バー２７～
３０の位置決め孔４４を突起５９に嵌合して位置決めしている。
【００２６】
　各分岐バー２３～２６、３４～３７の主幹接続部３１と各主幹バー２７～３０とを貫通
した接続ねじ４９のねじ部が螺合するナット５６およびねじ４１が螺合するナット５７は
、絶縁部材５２に収納されている。すなわち、図６に示すように各収納部５１にナット５
６、５７を回転不能に収納するナット収納凹所６０と、このナット収納凹所６０に連通し
てねじ部の先端が配設されるねじ遊挿凹所６１とを有し、かつ箱体１の底板６側へ突出す
るねじ配設突部６２を形成している。ナット５６は螺合部となるねじ孔５６ａがナット中
心から分岐バー長手方向の一方にずれて形成されている。その偏心量はナット５６を反転
したときに分岐ブレーカの入力端子４の位置の異なる例えば１極型分岐ブレーカなどの別
種の分岐ブレーカの入力端子に対応することができるように決められる。ねじ配設突部６
２は、第1内器ブロック２に絶縁部材５２を取着した状態で箱体１の底板６に当接する位
置まで突出形成されている。　
【００２７】
　第１のカバー６４は第１内器ブロック２および第２内器ブロック３の分岐バー２３～２
６、３４～３７の相互間に差し込み被覆する。第２のカバー６５は第１のカバー６４に形
成された爪６６に対向して設けた孔６７を爪６６に係止して分岐バー２３～２６、３４～
３７の露出部を被覆する。第３のカバー６８は第１内器ブロック２の分岐バー２３～２６
の主幹接続部側端部に差し込み被覆する。第４のカバー７０は分岐バー２３～２６の主幹
接続部３１と反対側の端部を被覆し、ねじ３１で基板１１に固定している。第５のカバー
７２は主幹バー２７～３０の接続片４０と第２内器ブロック３の主幹接続部側端部を被覆
するもので、絶縁部材５２の両側に形成した爪７３にカバー７２に形成した孔７４を係止
して取付けている。絶縁板７５は絶縁部材５２の主幹バー２７～３０と基板１１の係止片
１８の切り起こし部分との間に介在されるもので、絶縁部材５２に形成した爪７６に絶縁
板７５の孔７７を係止して固定する。　
【００２８】
　図１２は分電盤の箱体１を蓋７８で閉じた状態であり、蓋７８を通して分岐ブレーカ２
０および主幹ブレーカ１５のハンドルが見える透光部７９を有する。
【００２９】
　この実施の形態によれば、上下の第１内器ブロック２および第２内器ブロック３の分岐
ブレーカ２０毎に分岐バー２３～２６、３４～３７を設けたので、上下どちらの分岐ブレ
ーカ２０であっても、どの電圧極でも容易に接続することができる。また、主幹バー２７
～３０が第1内器ブロック２の各分岐ブレーカ２３～２６よりも上側から第2内器ブロック
３側へ突出しているので、第1分岐バー２３～２６と第2分岐バー３４～３７とを主幹バー
２７～３０に接続し易くすることができる。さらに、主幹バー２７～３０を第1内器ブロ
ック２と箱体１の底板６との間に配設しているので、主幹バー２７～３０の表面側となる
基板１１上にも主幹ブレーカ１５や分岐ブレーカまたは他の部材を配設することができ、
省スペース化が図れる。
【００３０】
　主幹ブレーカ１５も第1内器ブロック２および第2内器ブロック３と内器側板１２を介し
て一体化して配設することができ、更なる省スペース化が図れる。
【００３１】
　主幹バー２７～３０に対して箱体１の開口側から主幹ブレーカ１５や各分岐バー２３～
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２６を接続することができ、主幹バー２７～３０への接続作業が容易となる。また、各分
岐バー２３～２６の幅方向を底板６に向く方向としているので、極数が多くなって分岐バ
ーの数が増えた場合、その厚み方向に並設することで対応させることができ、省スペース
化が図れる。
【００３２】
　各分岐バー２３～２６、３４～３７を主幹バー２７～３０に接続する際、各分岐バー２
３～２６、３４～３７を複雑に折曲形成することなく、主幹接続部３１が各分岐バー２３
～２６、３４～３７の本体に交差しないようにできるので、各分岐バー２３～２６、３４
～３７を簡単に形成でき、各分岐バー２３～２６、３４～３７の絶縁確保が簡単にできる
。
【００３３】
　第1内器ブロック２、第2内器ブロック３、絶縁部材５２、主幹バー２７～３０を一体化
することができるので、箱体１への着脱作業が容易となる。
【００３４】
　主幹バー２７～３０にねじ４１、４９で接続される各部材を外す際、底板６に当接する
ねじ配設突部６２により、その押圧力を箱体の底板６で吸収することができ、もって絶縁
部材５２が破壊され難くなる。
【００３５】
　なお、主幹バー２７～３０は第１内器ブロック２のみならず第２内器ブロック３の下側
も通り抜ける構成が可能であり、分岐バー３４～３７を第２内器ブロック３の下側に配置
することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明の一実施の形態の分電盤の蓋を開きカバー等を外した状態の正面図であ
る。
【図２】そのＡ－Ａ線断面図である。
【図３】主幹バーのカバー等を外した状態の斜視図である。
【図４】その分解斜視図である。
【図５】主幹バーの平面図である。
【図６】主幹バーの断面図である。
【図７】第１内器ブロックの主幹ブレーカを外した状態の分解斜視図である。
【図８】その組立状態の斜視図である。
【図９】第２内器ブロックの分解斜視図である。
【図１０】その組立状態の斜視図である。
【図１１】分電盤の蓋を開いた状態の正面図である。
【図１２】分電盤の蓋を閉じた状態の正面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　箱体
　２　　第１内器ブロック
　３　　第２内器ブロック
　４　　入力端子
　５　　出力端子
　６　　底板
１１　　基板
１５　　主幹ブレーカ
２０　　分岐ブレーカ　
２３～２６　第１分岐バー
２７～３０　主幹バー　
３１　　主幹接続部
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３２　　分岐接続部
３４～３７　第２分岐バー
４９　　接続ねじ
５１　　収納部
５２　　絶縁部材５６　　ナット
６０　　ナット収納凹所
６１　　ねじ遊挿凹所
６２　　ねじ配設突部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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